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    １.計画策定の目的と体制 

1-1 計画策定の目的 

伊奈氏屋敷跡は、埼玉県北足立郡伊奈町内に所在し、江戸時代初頭に代官頭として各地の検地

や治水事業に大きな功績を残した伊奈忠次が築き、その後幕末まで旗本伊奈熊蔵家によって管理

された陣屋跡である。陣屋はほぼ独立した台地状の地形がそのまま残り、内部には大規模な土塁

や堀、通路等が現存している。「表門」、「裏門」などの名称も伝わっており、良く形状を保っ

ていることから、昭和 9年に埼玉県の史跡に指定された。 

その後、新幹線建設工事に伴う発掘調査等では、大規模な障子堀が確認されたこともあり、こ

れらの確実な保存を図るため、昭和 61年に『史跡「伊奈氏屋敷跡」保存管理計画』が策定され

た。それから今日までの間、地元住民と伊奈町の努力により伊奈氏屋敷跡は保存されてきた。 

しかし、近年文化財に求められる役割は従来の保存に加え、これらを活かした活用を図るとい

う点にも重点が置かれるようになった。そこで、伊奈氏屋敷跡を適切な環境において恒久的に保

存するための措置を講じるとともに、地域住民との共生を大切にし、多くの来訪者に親しまれる

よう整備活用を推進する中・長期的な計画をもって取り組むこととした。 

伊奈氏屋敷跡の保存と活用の第一義的な目的は、指定史跡を適切に保存し、その本質的価値を

次世代に継承していくことである。本質的な価値を確認するためには、幅広い調査研究を行い、

伊奈氏屋敷跡の歴史や構造的な特徴を把握し、価値を再認識・明確化することが重要となる。 

本質的価値を基にして、地域住民と共に多様な保存活用の方針や運営体制を検討し、その方向

性を明確にすることが本計画を策定する目的である。 

■伊奈氏屋敷跡の位置図 
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1-2 計画策定の体制 

本計画の策定にあたっては、伊奈町教育委員会生涯学習課を事務局とし、学識経験者、土地地

権者及び地元関係者、行政関係者から構成される「伊奈氏屋敷跡保存活用計画策定委員会」（以

下「策定委員会という」）を設置して検討を行った。 

また、策定委員会では、埼玉県教育局市町村支援部文化資源課から指導・助言を得た。 

 

■伊奈氏屋敷跡保存活用計画策定委員会 名簿 

 委員 

 氏名 分野・所属                    

 和泉清司 ◎委員長 近世史学（高崎経済大学名誉教授） 

 田中  信 中近世考古学（川越市立博物館館長） 

 窪田陽一 都市計画・景観計画（埼玉大学名誉教授） 

 細田  浩 植物・地質（町文化財保護委員・國學院大學講師） 

 関田誠一 地元代表 

 永田誠一 〇副委員長 地元代表 

 柴崎篤房 忠次友の会会長 

 町田伸吉 商工会会長 

 大塚健二 観光協会副会長 （平成 28年度 鯨井利男） 

 小平  進 企画総務統括監 （平成 28年度 野本初美） 

 新井  勉 教育次長 

 

指導・助言 

 氏名 分野・所属                    

 栗岡眞理子 埼玉県教育局市町村支援部文化資源課主幹 

 

事務局 

 氏名 分野・所属                    

 小林薫子 生涯学習課 課長（平成 28・29年度 辻本一也） 

 大塚健司 生涯学習課 課長補佐（平成 28・29年度 本多史訓） 

 小杉秀幸 生涯学習課 文化財・町史係 主任 

 安達薫広      同上       主事 

 大澤美南子      同上       主事 

 岸  清俊   生涯学習課 町史編集調査員 

 佐藤 匠        同上（平成 30年度のみ） 

 

コンサルタント 

 氏名    分野・所属                    

 菅野 進   有限会社歴史環境研究所 
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1-3 他計画との関係 

伊奈町総合振興計画 

総合振興計画では、「第３章 豊かな心を育むまちにくらす、第６節 生涯にわたる学びの支援

とスポーツの推進、第４項 文化財及び町史（古文書等）の保護・保存・活用」のなかで、次の

ように位置づけられている。 

 

 指定文化財については、地権者の理解のもと保護に努めるとともに、調査・

研究及び新たな指定を進め、広く公開・活用することで文化財への理解を深め

ます。また、宅地化などの開発に対応し、埋蔵文化財の適正な保護を図るとと

もに、所蔵資料の適切な保存・活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊奈町都市計画マスタープラン 

地域別構想 

栄・綾瀬地区は、町の中でも早く都市基盤の整備された住宅市街地が形成された地域であり、

緑豊かな伊奈町の特性をアピールする地域でもあります。また、郷土の歴史や水辺空間とのふれ

あいの場でもあり、伊奈町を印象づける都市づくりを目指します。 

 

 

 

 

○沿道活用ゾーン 

 都市計画道路伊奈中央線の整備を完了するとともに、沿道の土地利用を図っていきます。 

○農と水辺のゾーン 

綾瀬川流域の田園空間を保全・活用し、人々が安らげる空間を形成します。また、綾瀬川や原 

市沼川の景観や水辺環境に配慮し、潤いのある空間づくりを図ります。 
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○緑と歴史・文化ゾーン 

 県指定史跡伊奈氏屋敷跡や原市沼調節池を活用し、歴史や自然環境との関わりを深めることが

できる空間を形成します。 

 

■南部地域構想図（『伊奈町都市計画マスタープラン』Ｈ28.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、主要施設の整備のなか、公園緑地では次のような方針に基づき整備を進めます。 

 

・県指定史跡伊奈氏屋敷跡、原市沼調節池の水辺を活用し自然と文化にふれあえる公園的な空間

の形成を図ります。 

・安心して暮らせる都市を目指し、町地域防災計画と連携し、災害時における避難場所としての

機能を確保します。 

・公園については、町民のニーズにあわせたリニューアルを行い、多くの人に利用される公園を

目指します。 

 

 

 

 


